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　周防大島町では公用車（議長車）を一般競争入札に
より売却します。
　入札を希望する方は、期間内に申し込んでください。
■売却車両の状況
・車名／トヨタ　クラウン
・グレード／
　ロイヤルサルーンＧ
・車体色／黒
・燃料／ガソリン
・総排気量／２．９９Ｌ　
・トランスミッション／ＡＴ
・初年度登録／平成 13年５月
・走行距離／９７, ４２９㎞（３月 19日現在）
・車検満了日／平成 22年５月 29日
・予定価格１６万円（消費税および地方消費税は除く）
※契約金額は、入札書に記載された金額に消費税お
よび地方消費税の額、また自動車リサイクル料金
１３, ６３０円を加算した金額とします。
■車両の見学 
・４月 26日㈪　午前９時～午後５時
・大島庁舎駐車場
※事前に財政課で受付をしてください。試乗はできま
せん。
■入札参加受付期間
　４月 26日㈪～４月 30日㈮　（祝日除く）
※郵送の場合は締切日の消印有効とします。
■入札予定日　５月 17日㈪
■入札参加資格
・日本国内に住所のある成年または法人であること。
・地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該
当しない者であること。
・地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に該当
すると認められる事実があった後２年を経過しない者
でないこと。また、その者を代理人、支配人その他
の使用人または入札代理人として使用する者でないこ
と。
・民事再生法第 21 条第１項または第２項の規定によ
る再生手続き開始の申立てをしていない者または申立
てをなされていない者であること。
・会社更生法第 17 条第１項または第２項の規定によ
る更正手続開始の申立てをしていない者または更正手
続き開始の申立てをなされていない者であること。
・その他町長が適当と認める者
※入札参加申込書等については、財政課にて配布。町
ホームページからもダウンロードできます。
■問い合わせ　
　財政課　☎０８２０（７４）１００６

　町では、「空き家」を地域の資源と考え、㈳山口県
宅地建物取引業協会柳井支部と連携して定住希望者
（ＵＪＩターン）を対象に、賃貸住宅物件の情報管理・
紹介を行っています。
　「空き家」を賃貸物件としてご提供いただける方は、
ご連絡ください。お申し込みいただいた物件について、
協会柳井支部会員が賃貸適否の調査にお伺いします。
　なお、多大な修理費用を要するものや老朽化の著し
いものはお断りする場合がありますので、ご了承くだ
さい。
■問い合わせ
　◎政策企画課　地域振興班
　　　☎０８２０（７４）１００７
　または、各総合支所窓口へ。
　○久賀総合支所　☎０８２０（７９）１０００
　○大島総合支所　☎０８２０（７４）１００１
　○東和総合支所　☎０８２０（７８）１１１０
　○橘総合支所　　☎０８２０（７７）５５００

空き家所有者のみなさん
空き家情報有効活用システムのご利用を！

空き家情報有効活用
システム
（町・宅建業協会）
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